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「建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用
モデル工事」要領（試行）

ー簡易マニュアルー
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県土整備部 技術管理課

☞システムマニュアル：（現場運用マニュアル）https://www.ccus.jp/p/site_manual

☞ＣＣＵＳ全般：（一般財団法人建設業振興基金ＨＰ）https://www.ccus.jp/

リンク先

☞「建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用モデル工事」要領（試行）：
https://www.pref.yamanashi.jp/gijutsukanri/ccus.html

☞建設キャリアアップシステム等普及促進コースの概要（人材確保等支援助成金 厚労省）：
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/ccus_renekei_jyoseikin.pdf
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ＣＣＵＳ登録体系図



建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用
モデル工事の概要
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 対象工事［要領第３条］
・令和６年７月１日以降に公告する県土整備部発注工事で以下に該当するもの

 発注者が指定する工事

 上記以外で、ＣＣＵＳの活用について受注者より申し出があり、工事着手前までに協議が
整った工事 （ただし、第８条は適用除外）

 実施内容［要領第４条］

実施項目 基 準

①施工体制技能者登録
施工体制登録技能者率６０％以上。
（全計測日の平均値）

②就業履歴情報登録
カードリーダー等を設置し、就業履歴情報の蓄積環境をカードリーダー設
置（概ね工事着手日）から工事完成までの期間（以下「全工事期間」とい
う。）維持したことを確認。

 ＣＣＵＳ活用に係る費用［要領第８条］※詳細はp８参照
・カードリーダー等の購入費用（1現場2台まで、計上費用の上限あり）
・現場利用料（カードタッチ費用）について、実績に応じ積上げ計上

 工事成績評定［要領第６条］
・実施内容の基準を達成した場合に、成績評定項目「5.創意工夫」において1点加点

（成績評定は、得点割合0.4を乗じた点数となる）



 実施内容の確認［要領第５条］
① 施工体制技能者登録

・技能者とは、現場に従事する技能者（ＣＣＵＳ未登録者を含む全技能者）
・施工体制登録技能者とは、ＣＣＵＳ施工体制技能者登録が完了している者
・施工体制登録技能者率（施工体制登録技能者の数／技能者の数）
・施工体制登録技能者率は、各計測日の率の平均値により確認

≧

施工体制登録技能者の数

技能者の数

６０％

■ 計測日の設定
（受発注者協議により工事の進捗状況に応じて設定）
• 初回は、工事着手日から概ね工期中間時を目途
• 以降、概ね３ヶ月に１回の頻度で設定
• 初回から３ヶ月未満で工事が完成する場合は、工事完了前に１回設定
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=（各計測日の）施工体制登録技能者率 ×100％

Ａ％ B％＋

（例）計測日が２回の場合

２回

（ ）
施工体制登録技能者率の達成基準 =

建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用
モデル工事実施内容の確認方法（１）
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技能者の数の確認 作業員名簿（イメージ）

（参考）

• CCUSで作業員名簿を出力する場合でCCUS未登録者がいる場合は、
出力したエクセル上で追記すること。

• 計測日に作業した技能者については、着色等により表示する。

※

※：CCUS未登録者

%

帳票出力後、手入力により追記

計測日に作業した技能者を着色
（例）３名

※
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施工体制登録技能者の数 施工体制登録技能者一覧帳票（イメージ）

帳票の出力手順等については、現場運用マニュアル第８章（p15）を参照してください。

施工体制登録技能者率＝
施工体制登録技能者 2名

技能者（作業員名簿） 3名
×１００%＝ ６７％

（少数第１位を四捨五入）

帳票は、CCUSシステムより「施工体制登録技能者一覧」を
出力後、計測日に作業した技能者を着色等により表示。

%

 要領第５条第３項の「根拠資料」について

• 受注者は、確認資料として提出する作業員名簿、施工体制登録技能者一覧帳票等のほか、計
測日に作業した技能者の根拠として、ＫＹ実施活動表等を添付し、監督員に提出すること。

計測日に作業した技能者を着色
（例）２名



 実施内容の確認［要領第５条］

② 就業履歴情報登録

・就業履歴一覧（月別カレンダー）により確認 （ＣＣＵＳシステムより出力）
・確認の時期及び確認内容

＜受注者＞
時 期：毎月
内 容：登録内容の確認を行い、ＣＣＵＳの適正な利用促進を図る

＜監督員＞
時 期：施工体制技能者登録の計測実施日、工事完成後
内 容：就業履歴情報の蓄積環境を全工事期間維持したことを確認

※ 監督員は、帳票内容を確認し、必要な情報が記載されているか、チェックを行い、
改善が必要な場合は、受注者を指導する。
（このチェックは、モデル工事の達成基準に含まない。） 6

※ 受注者は、就業履歴情報登録の結果を基に、下請け企業等への適正利用とCCUSシステム
の普及、促進を図る。

建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用モデル
工事実施内容の確認方法（２）
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就業履歴一覧（月別カレンダー）帳票（イメージ）

帳票の出力手順等については、現場運用マニュアル第８章
（ p21:■「510_閲覧」→「60_自社に関する現場・就業履歴」から
帳票出力）を参照してください。

【受注者】
毎月以下について確認

• の箇所が正しく表示され
ているか確認

• CCUSの適切な利用（カード

タッチの忘れ等）についの
て確認と技能者の指導

 確認内容のポイント

【監督員】

就業履歴一覧（月別カレン
ダー）帳票が、提出日までの期
間継続して整っていることを確
認

※監督員は、必要な情報が記
載されているかチェックを行い、
改善が必要な場合は、受注者
を指導する。

ＮＧ
職種が表示されていない

ＮＧ
所属事業者ID、

事業者名が表示
されていない



 カードリーダー等費用負担［要領第８条］

○ カードリーダー等購入費用

・現場の使用実績を確認の上、領収書に基づき費用を計上
・カードリーダーの他、顔認証カメラや顔認証型のリーダーも対象

○ 現場利用料の費用
・カードタッチ１回あたり９円（税抜）で算出
・ＣＣＵＳ就業履歴月別カレンダーで蓄積した就業履歴数による

※ どちらも、共通仮設費に積上げ計上し、現場管理費率、一般管理費率の対象外として、
設計変更により計上する。

入構管理機器のＯＳ 計上費用の上限 台数
Ｗｉｎｄｏｗｓ 10,000円／台（税抜） 当該工事現場に設置する数（１

工事あたり２台を上限）ＩＯＳ 30,000円／台（税抜）
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建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用モデル
工事費用の計上について

ピッ！



 工事成績評定［要領第６条第１項］
○ 工事成績評定での加点

・実施内容が基準を達成した場合、１次評定「５．創意工夫」の「その他」において、１点加点
（加点は得点割合０．４を乗じた点数となる）

✓
CCUS活用モデル工事基準達成 ☜
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建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用モデル
工事工事成績評定等（１）



 基準未達成の場合［要領第６条第２項］
○ 未達成の項目、要因、改善策の報告

・実施内容基準が未達成の場合、受注者は報告書（様式１）を発注者に提出
建設キャリアアップシステム活用工事報告書

工事番号
工事名

工期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

元請会社名

未達成の項目
(要綱第５条)

①技能者情報登録 ②就業履歴情報登録

未達成の要因

改善策

※基準未達成の項目がある場合は、本様式を発注機関担当者に提出すること。

記入者所属・氏名

連絡先（電話）

メールアドレス
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※ 成績評定の減点は行わない
※ 工事打ち合わせ簿により監督員に提出する

報告書（様式１）：
https://www.pref.yamanashi.jp/gijutsukanri/ccus.html

建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用モデル
工事工事成績評定等（２）
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ccus01@kensetsu-kikin.or.jp


